
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 店舗兼住宅の購入に係る消費税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ｑ：３階建ての店舗兼住宅を購入して、１

階部分を店舗にしようと思っています。購入

に係る消費税の取扱いはどうなりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：事業用部分については仕入税額控除の

対象になります。 

【解説】  

消費税では、事業用資産の取得にかかる消

費税は仕入税額控除の対象になりますが、家

事用資産の取得にかかる消費税は仕入税額控

除の対象にはならないとされています。 

したがって、事業者が店舗兼住宅のような

資産を購入した場合には、その資産を「事業用」

と「家事用」とに区分しなければならないので

すが、そのときの区分方法は、その資産の使用

率や使用面積割合等の合理的な基準によって

計算することになります。 

ご質問の場合、事業用は１階部分だけとい

うことですから、建物全体の床面積のうち１

階部分が事業用の面積となり、この面積割合

により課税仕入れに算入する金額を計算すれ

ばいいでしょう。 

なお、店舗兼住宅の共用スペース（入り口

や階段等）についても、上記と同様の面積割合

等を用いて合理的に区分していれば、事業用

部分については、課税仕入に係る消費税とし

て計算することが認められます。 
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